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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第1号
令和7年生駒市議会第６回（12月）定例会提出議案の結果に
ついて

1

報告第2号 生駒市指定文化財保護審議会の答申について 3

報告第3号
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規
則の制定について

4

議案第１号 生駒市指定文化財の指定について 7

議案第２号
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則
を廃止する規則の制定について

8

議案第３号
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例
施行規則の制定について

9

議案第４号 生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について 13

議案第５号 生駒市長の権限に属する事務の補助執行の協議について 14

令和８年生駒市教育委員会（第１回）定例会議案目録





報告第１号 

 

令和７年生駒市議会第６回（１２月）定例会提出議案の結果について 

 

令和７年生駒市議会第６回（１２月）定例会提出議案の結果について、生駒

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市

教育委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

・令和７年度生駒市一般会計補正予算（第４回） 

 ・生駒市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 ・生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例の制定について 

 ・生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例の制定について 

 ・生駒市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について 

 ・生駒市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

 ・子ども・子育て支援法施行規則第２８条の３２に定める時間に関する経過措

置に関する条例の制定について 

 ・生駒市小学校屋内運動場空調設備整備工事（その１）に係る変更契約の締結

について 

・生駒市小学校屋内運動場空調設備整備工事（その２）に係る変更契約の締結
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について 

 ・生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について 

 ・南コミュニティセンターせせらぎ空調設備更新工事請負契約の締結について

（追加提案分） 

 ・令和７年度生駒市一般会計補正予算（第５回）（追加提案分） 

 

【審議経過】 

  令和７年１２月３日  開会 

令和７年１２月４日  再開 

令和７年１２月５日  再開 

令和７年１２月１２日 厚生文教委員会 

予算委員会（厚生文教分科会） 

  令和７年１２月１７日 予算委員会 

令和７年１２月２２日 再開 

 

【結果】 

  原案のとおり可決  
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報告第２号 

 

生駒市文化財保護審議会の答申について 

 

 生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月

生駒市教育委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、別冊のとおり報告す

る。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子  
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報告第３号 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則の制定につ

いて 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則の制定について、

生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生

駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例

（令和７年１２月生駒市条例第３７号。以下「条例」という｡)に規定する学校

体育施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例別表第２に規定する市長の定める額） 

第２条 条例別表第２に規定する市長の定める額は、別表第１に定める額とする。 

（使用料の納付時期） 

第３条 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の

納付時期を別に定めることができる。 

（プリペイドカードに係る使用料の額等） 

第４条 条例第１２条第３項の規定により発行するプリペイドカードの種類及び

プリペイドカードに係る使用料の額は、別表第２のとおりとする。 
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２ 前条第１項の規定にかかわらず、プリペイドカードに係る使用料は、その交

付の際に納付しなければならない。 

（プリペイドカードの使用の方法） 

第５条 プリペイドカードは、別表第１に規定する冷暖房装置を使用する際、体

育館に設置されている読取機にプリペイドカードを挿入するものとする。 

（使用料の減免） 

第６条 使用料の減免の基準及びその割合については、市長が別に定める。 

２ 使用料の減免を受けようとする団体は、使用料減免申請書を市長に提出しな

ければならない。 

（使用料の還付） 

第７条 使用料の還付の基準については、市長が別に定める。 

（施行の細目） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

附属設備 使用料の額 

冷暖房装置 ３０分につき １，１００円 

備考 

１ 冷暖房装置を使用する場合において、使用の単位時間に端数が生じたとき

は、単位時間の使用があったものとみなす。 

２ 上表の使用料の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に

よる消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消

費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 
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別表第２(第４条関係) 

種類 使用料の額 

冷暖房装置使用２時間３０分相当分 ５，５００円 

冷暖房装置使用４時間３０分相当分 ９，９００円 

備考 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。 
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議案第１号 

 

生駒市指定文化財の指定について 

 

 下記のものを生駒市指定文化財に指定したいので、生駒市文化財保護条例（昭

和５４年３月条例第６号）第４条第１項の規定により、教育委員会の議決を求

める。 

記 

１ 有形文化財（歴史資料） 文政１３年おかげ参り柄杓      １点 

 ２ 有形文化財（歴史資料） 旗本堀田家銀札版木         ６組 

 

  令和８年１月２０日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第２号 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則を廃止する規則

の制定について 

 

上記議案を提出する。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則を廃止する規則 

 生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則（昭和５５年６月生

駒市教育委員会規則第７号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

２ 生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３１年４月生駒市

教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２６条第１項中「生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規

則（昭和５５年６月生駒市教育委員会規則第７号）第５条及び第６条に定める

日時又は場所」を「生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例

（令和７年１２月生駒市条例第３７号）の規定により開放する学校体育施設」

に改める。 
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議案第３号 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例施行規則の制定

について 

 

上記議案を提出する。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例

（令和７年１２月生駒市条例第３７号。以下「条例」という｡)の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

 （除外日） 

第３条 条例第４条の教育委員会規則で定める除外日は、１２月２７日から翌年

の１月５日までの日とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認め

るときは、これを変更することができる。 

（団体の登録） 

第４条 条例第７条の規定により、登録を受けようとする団体は、学校体育施設

使用団体登録申請書（別記様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めると

きは、学校体育施設使用団体登録通知書により通知するものとする。 
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（使用の許可申請） 

第５条 学校体育施設を使用しようとする登録団体は、施設予約システム（生駒

市の公共施設の使用の許可申請を電子情報処理組織（教育委員会の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ｡)と当該許可申請の相手方の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう｡)により

処理する情報処理システムをいう。以下同じ｡)により教育委員会に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日（以下「使用日」という｡)の

２月前の日から２日前の日までにしなければならない。ただし、教育委員会が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用許可書の交付等） 

第６条 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可したときは、施設予約システ

ムにより学校体育施設使用許可書を交付するものとする。 

２ 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。 

３ 使用団体は、学校体育施設使用許可書を使用中必ず携帯し、教育委員会の要

求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 使用団体は、やむを得ない理由により学校体育施設を使用しなくなったとき

は、教育委員会に使用日の前日までに施設予約システムにより申請し、その承

認を受けなければならない。 

（使用日の変更） 

第７条 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可した後に本市及び学校の公の

行事が生じた場合、使用団体に使用日を変更させることができる。 

（使用期間の制限等） 

第８条 学校体育施設の使用期間は、引き続き３日を超えることができない。た

だし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 使用時間には、学校体育施設を使用するための準備及び後片付けに要する時

間を含むものとする。 
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（遵守事項） 

第９条 使用団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。 

(2) 学校体育施設内外の秩序を保つため教育委員会が必要があると認めると

きは、整理員を置くこと。 

(3) その他使用に当たり教育委員会の指示に従うこと。 

（行為の禁止） 

第１０条 使用団体は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 許可を得ないで学校の敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列す

ること。 

(2) 学校の敷地内で喫煙をすること。 

(3) 指定の場所以外において更衣又は飲食をすること。 

(4) 学校の施設を損傷し、又は汚損すること。 

(5) 指定の場所以外において駐車すること。 

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。 

(7) その他管理に支障のあること。 

（施行の細目） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。

11



別記様式（第４条関係） 

 

  年度 

学校体育施設使用団体登録申請書 

 

生駒市教育委員会 殿 

     年    月    日 

 

使用希望学校名  使用施設  種目  

フリガナ  

団体名  

フリガナ  

代表者名  

団体住所  

連絡先 

電話番号 

 メールアドレ

ス 

 

 

フリガナ  

担当者氏名  

担当者住所  

連絡先 

電話番号 

 メールアドレ

ス 

 

上記のとおり登録したく、申請いたします。 

 

＜団体概要＞ 

使用者  

団体区分  

 

希望活動場所・

日時 
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議案第４号 

 

生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について 

 

生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３８条第１項の規定によ

り、教育委員会の議決を求める。 

 

  令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第５号 

 

生駒市長の権限に属する事務の補助執行の協議について 

 

生駒市長の権限に属する事務の補助執行について、別紙のとおり生駒市長から

協議があり、この協議に対し同意等をすることについて、生駒市教育委員会教育

長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６

号）第２条第１６号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

令和８年１月２０日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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